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要  旨 

 

１．作成の背景 

２型糖尿病、高脂血症、高血圧、動脈硬化性疾患、がん、歯周病などの生活

習慣病は食生活の変化、車社会などに代表される現代社会のライフスタイルを

共通基盤として年々増加しており、医療費高騰の大きな要因になっている。ま

た生活習慣病は我が国の死因の第２位、第３位とされる心臓病、脳血管疾患な

どの重篤な疾患に至るため、個人および社会に与える損失は極めて大きく、そ

の予防対策は大きな課題である。従来、生活習慣病の予防対策の取組は、主に

大人を対象にしたものであった。しかし近年、疫学的研究・動物実験・分子生

物学的研究などから、胎児期や子ども時代の栄養状態の異常が大人になってか

らの生活習慣病発症の大きな要因となることが明らかになり、注目されている。 

 

２．現状と問題点 

我が国の生活習慣病増加については早くから認識されており、大人の生活

習慣病に対しては、各関連学会が生活習慣病の病態解析や予防・治療に関す

る研究に取り組んでおり、また、「健康日本２１」「特定健診・特定保健指導」

などの国家レベルでの対策も実施されていることから、日本学術会議として

は、その成果を期待しつつ静観してもよいと思われる。 

一方、出生前と子どもの栄養状態の現状は、生活習慣病発症の重要な要因

であると明らかになった低出生体重児（出生時体重が 2500g 未満）・肥満児・

若年女性のやせは増加している。さらに、生活習慣病の隠れた要因の一つで

ある歯周病については、壮年期以降に罹患率が増加する一方で、その初期段

階である歯肉炎の発症が子どもで増加している。しかし、これらについては、

まだまだ社会的関心が低く、十分な対策がなされていない。 

  現在社会におけるライフスタイルの問題は個人の責任に科するのではなく

社会の問題としてとらえる必要がある。特に子どもの生活環境に関しては、

「社会の責任」が重大である。胎児・子どもに対して健全な環境づくりを行

うことは将来の生活習慣病発症予防に不可欠で緊急の課題であると思われる。 

以上の現状および問題点から、本臨床医学委員会・健康・生活科学委員会

合同生活習慣病対策分科会では、以下の項目に分けて現状の問題点と今後の

研究推進・対策について検討し、長期的展望に立って生活習慣病対策の問題

点を指摘するとともに、今国民一人一人と社会のなすべき方向性を提言する。 

１）若年女性・妊娠女性の現状と今後の対応 

２）乳幼児の現状と今後の対応 

３）学童・思春期の現状と今後の対応 

４）子どもの身体活動（運動）の現状と今後の対応 

５）歯周病の現状と今後の対応 
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３．提言の内容 

（１）若年女性のやせの健康障害に関する研究、妊娠女性の栄養状態が胎児に

およぼす影響に関する研究を推進すること 

若年やせ女性の長期的な健康状態や妊娠した場合にその胎児の長期的予

後への影響などの研究、女性がやせを願望する意識の分析・対策に関する

研究が必要である。「妊産婦のための食生活指針」に沿って出産した母親の

健康状態および出生児の健康状態などの検証が必要である。 

 

（２）思春期・若年女性のやせおよび妊娠女性の栄養管理について、厚生労働

省・関連学会などはなお一層の教育・啓発を行うこと 

朝食欠食や偏食は中学生以降に著明に増加することなどから、中学生、

高校生、大学生に対して、それぞれの年齢に応じた食育が必要である。 

マスコミやファッション業界は女性の健康美の魅力を啓発すべきである。 

 

（３）母乳育児を推進するために、自治体・出産施設・関係者がさらに努力す

ること 

母乳育児を推進するには、地域での母乳育児支援体制を整えることが重

要である。しかし、「地域の母乳支援グループの育成」、「公共施設における

授乳室の設置の促進などの環境整備」については、取り組んでいない自治

体が 69.8%～91.7%と多い。 

 

（４）育児用ミルクの組成をさらに改良すること 

最近の知見と ESPGHAN、CODEX などの勧告を参考に、育児用ミルクを提供

している乳業会社、栄養学者、小児科医、行政などが協力して、育児用ミ

ルクの組成をより改善することが必要である。 

 

（５）乳幼児での肥満度の推移に関する関心を高めるように厚生労働省・関係

学会などが中心になって推進すること 

乳幼児の肥満度の経時的推移を観察することは、肥満発症を予測し、将

来的な生活習慣病の対策として重要である。そのためには乳幼児の BMI 基

準曲線を作成し、その曲線上に個々の子どもの BMI を記入し、その推移が

一目で分かるようにする。（BMI＝体重(kg)/身長(m)2） 

 

（６）子どもの生活習慣病対策および食育をさらに推進すること 

子どもの肥満の健康障害に関しては、まだまだ一般の認識が低い。学校、

マスメディアなどあらゆる手段で周知させることが必要である。栄養教

諭・養護教諭をさらに育成し、食育を保育所から高等学校と切れ目なく行

う体制を内閣府・文部科学省が中心になって整えるべきである。 
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（７）朝食摂取および一家団欒の食事をさらに啓発すること 

家族全員の食生活改善と家族が一緒に食事をすることを啓発する必要が

ある。家庭の団欒は子どもの健全な精神発達にも不可欠である。週に１、

２日でも“家族デイ”を設けて、親が夕食を子どもと一緒に食べることが

できるように社会全体が協力すべきである。“早寝、早起き、一緒に朝ごは

ん”“家族揃って楽しい夕食”を内閣府・自治体などが中心となって啓発し、

国民運動にすること。 

 

（８）身体活動（運動）の機会を増やす体制づくりを行うこと 

文部科学省・自治体などは身体活動を行う機会を増やすように努める。

特に女子に運動する機会を作ることが重要である。自治体は「スポーツ振

興基本計画」に沿って総合型地域スポーツクラブを充実するべきである。

家族で一緒に身体活動を行うことは、子どもの精神発達にも極めて望まし

い。 

 

（９）歯周病が生活習慣病であることの普及に厚生労働省・自治体・関連学会

が中心になって推進すること 

歯周病はブラッシング習慣やその他の生活習慣などが強く影響する生活

習慣病で、喫煙と糖尿病が特に強いリスク因子となるが、いまだ社会的に

十分認識されているとは言えない。生活習慣病としての歯周病の位置づけ

をより明確にして、広く社会に訴えかけていく姿勢が求められる。 

 

（10）各世代における歯周病検診を制度化し、40 歳以上については義務化する 

歯周病は40歳以降に急速に罹患率が上昇するが、子どもにも歯肉炎など

の初期症状を伴う場合が多く、各世代における個別の対策が必要である。

歯周病の発症や進行の防止には早期からの自己管理や専門的支援が欠かせ

ないため、各世代における歯周病検診を制度化する必要がある。特に40歳

以降の年代において、歯の健康診断を義務化するなどの法整備が望まれる。 
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はじめに 

 

一般的に生活習慣病とは、かつて成人病と呼ばれていたように中高年に顕在化する２型糖

尿病、高血圧、脂質異常、動脈硬化性疾患、がん、歯周病などをさすことが多い。これらの

疾患は高頻度で、加齢とともにさらに増加、進展していき、医療費高騰の大きな要因となる

ため、高齢化社会の医療対策における最も重要な課題となっている。個々の生活習慣病対策

は、日本糖尿病学会、日本高血圧学会、日本動脈硬化学会、日本循環器病学会、日本肥満学

会、日本がん学会、日本歯周病学会などそれぞれの関連学会を中心に研究や予防活動が行わ

れ、それらの発症メカニズムや治療開発については多くの成果が挙がっている。一方、この

ような生活習慣病の共通の背景には、現代社会における食生活の変化と車社会、インターネ

ットの発達などによる運動不足を基盤にした過栄養や喫煙などが重要な因子として存在す

るため、「健康日本 21」などを通じてライフスタイルの改善を図る啓発運動などの取組がな

されてきたが、今日までそれらの目標を達成するに至っていない。 

動脈硬化性疾患については、これまで高コレステロール血症の関与に重点を置いた研究が

進められ強力なコレステロール低下薬、スタチンの開発の成功によりコレステロール対策に

は成功した。また、近年、内臓脂肪の蓄積をキープレイヤーとして糖尿病、脂質異常、高血

圧が重なり、最終的に動脈硬化性疾患発症リスクが高くなるという概念、いわゆるメタボリ

ックシンドロームの対策が重要な課題となっている。このような病態は単に動脈硬化性疾患

だけではなく、脂肪肝特に非アルコール性脂肪肝炎のリスクを通じて肝癌発症に繋がること

や、さらに乳癌、子宮内膜癌など過栄養と関連する悪性疾患の背景因子ともなりうることが

明らかになりつつある。このような背景を基に、厚生労働省は 2008 年４月より、40 歳から

74 歳の全国民を対象に、メタボリックシンドロームの概念を重視しその対策に重点を絞っ

た「特定健診・特定保健指導」の制度をスタートさせており、少なくともこの世代について

は、国際的にも類を見ない国家レベルの生活習慣病対策が始まった。したがって、成人対策

については、日本学術会議としてはその成果を期待しつつ静観してもよいと思われる。  

一方、近年の医学の進歩で、大人の生活習慣病の大きな要因として胎児・子ども時代の栄

養異常が指摘されている。この点に関する現状は、若年女性のやせ・低出生体重児・肥満児・

生活習慣病罹患児が増加しており、極めて深刻な状況である。しかし、まだまだ社会的認識

は十分ではなく、対策が遅れている。若年女性のやせ過ぎによる将来にわたる健康障害は今

後の大きな問題で、高齢になった時の骨粗鬆症や骨折・寝たきりにつながる危険が高い。や

せ女性が増加していることに関しては今行われている対策とはまったく別のコンセプトで

行われなければならない。口腔領域で大きな問題となる歯周病については、壮年期以降に罹

患率が増加する一方で、子どもですでに 40%が歯周病の初期段階である歯肉炎を発症してい

る。また、喫煙や糖尿病などの生活習慣や生活習慣病と密接に関連しているが、まだまだ社

会的関心が低く、十分な対策がなされていない。 

さらに生活習慣病対策では、ライフスタイルの改善はしばしば個人の責任に嫁されること

が多い。しかし現代社会におけるライフスタイルは必ずしも個人の責任でのみ説明できるわ

けではなく、人類の進化の歴史の中でも予測もつかなかった食べ物にあふれた社会、車社会、
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携帯電話、インターネット、リモコンなど体力を使う必要のない環境こそが大きな問題であ

る。特に、まだ身体的にも精神的にも発達途上である小児の生活環境を整えることは、すべ

て「保護者・教育者を含めた社会の責任」である。さらに、胎児・子どもに対する健全な環

境づくりは将来の成人生活習慣病予防に不可欠である。正しい健康教育の確立とともに、こ

のような社会環境の整備が必須の課題である。 

子どもに対する健全な環境づくりに関して、日本学術会議はすでに、１）日本学術会議第

16 期家政学研究連絡委員会（平成９年６月 20 日）「現在における家族の問題と家族に関す

る教育」、２）日本学術会議第 17 期少子社会の多面的検討特別委員会（平成 12 年５月 29

日）「少子社会の現状と将来を考える」、３）日本学術会議第 19 期子どものこころ特別委員

会（平成 17 年６月 23 日）「子どものこころを考える－我が国の健全な発展のために－」、４）

日本学術会議第 20 期子どもを元気にする環境づくり戦略・政策検討委員会（平成 19 年７月

13 日）「我が国の子どもを元気にする環境づくりのための国家的戦略の確立に向けて」など

を報告している。これらの報告も踏まえて、本提言では、 

 

１）若年女性・妊娠女性の現状と今後の対応 

２）乳幼児の現状と今後の対応 

３）学童・思春期の現状と今後の対応 

４）子どもの身体活動（運動）の現状と今後の対応 

５）歯周病の現状と今後の対応 

 

の項目について、日本学術会議として長期的展望に立って生活習慣病対策の問題点を指摘す

るとともに、今国民一人一人と社会のなすべき方向性を提言するものである。 
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１．若年女性・妊娠女性の現状と今後の対応 

 

（１）背景 

女性のやせ願望は一般に中学生頃から始まるが、近年やせ願望の低年齢化が指摘され、

小学生からやせ願望を持つ女子が増えてきている。著しいやせをきたす神経性食欲不振

症は、中学～大学生女性の 200～600 人に 1 人と報告されている（1）。低栄養は様々な

身体的・精神的障害をきたす。骨密度は思春期に最も増加し、それ以降は殆ど増加しな

い（図１）ことなどから、思春期までの栄養障害は将来的な骨粗鬆症発症の大きな要因

であることなどが指摘されている（2）。さらに、やせ女性が妊娠した場合、妊娠中の体

重増加も不良で、低出生体重児（出生時体重が 2500g 未満）の出生率が高い（3）。 

1986 年に Barker らは、胎児期の低栄養が将来、肥満、糖尿病、高脂血症、高血圧な

どになりやすく、心血管障害による死亡率を上昇させるとする疫学調査を報告した（4）。

これは、その後、多くの疫学調査、動物実験、分子学的研究により証明され、現在、the 

thrifty phenotype hypothesis、the fetal origins of adult disease あるいは Barker

説として広く認められている。胎児期に栄養状態が悪いと、様々な臓器は発育不全にな

り、インスリン分泌不全、インスリン抵抗性、グルココルチコイド過剰状態、レプチン

抵抗性、腎機能低下などが起こる。このような胎児期の機能の変化は胎児プログラミン

グとも言われている。 

これらの機能変化は出生後も継続され、その結果、出生後に栄養過多になると、肥満、

糖尿病、高脂血症、高血圧、メタボリックシンドロームなどに罹患しやすくなる（5）。

我が国でもいくつかの疫学研究がある。例えば、石川県の 20 歳の 4726 人の血圧、血清

総コレステロール値は出生時体重と負の相関を示した（6）。大学生の血清総コレステロ

ール、中性脂肪値は出生時体重と負の相関を示した（7）。６～15 歳の肥満児 967 人の

検討結果では、出生時体重が少ないほど、インスリン抵抗性が高い（8）。10～12 歳の

肥満児でのメタボリックシンドローム合併率は出生時体重が少ない群が高い（9）。職場

健診を受診した40歳以上の2471人での２型糖尿病発症率を出生体重別に検討した場合、

低出生体重児では 11.4% 、正常出生体重児では 6.9%と低出生体重児が２型糖尿病にな

りやすいことなどが報告されている（10）。これらの知見は、日本人においても、胎児

期の低栄養は将来的なメタボリックシンドローム、高脂血症、インスリン抵抗性、２型

糖尿病の要因になることを示している。このような傾向は 2500g 未満のやや小さい出生

時体重児でも見られていることに注目すべきである。 

 

（２）現状と問題点 

思春期および 20 歳代、30 歳代の女性で、やせの者の割合が増加していることは我が

国を含む先進国で深刻な問題である。平成 17 年国民健康・栄養調査では中学生女子の

「やせすぎ（肥満度、-20%未満）」「やせぎみ（肥満度、-20%以上-10%未満）」の者は 16.6%

（11）、平成 18 年国民健康・栄養調査では、20-29 歳の女性の 21.7%は BMI が 18.5 以下

のやせである（12）。それにもかかわらず、若い女性では、「現在、体重を減らそうとし
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ている」者が 5 割を超えている。特に思春期～30 歳代においては、現在の体重が「低

体重」であっても、体重を減らそうとしている者が一割以上見られる（13）。やせ女性

は、太りたくないというやせ願望が非常に強い。思春期女子や若年女性のやせ願望は、

社会がやせ体型を称賛する傾向であることも大きな要因である。思春期や若年女性のや

せ過ぎに関しては、欧米でも問題になっている。2006 年にファッションモデルが拒食

症で死亡したことを契機に、イギリス、フランス、イタリア、米国のファッション協会

は、ファッションモデルのやせ過ぎは青少年の拒食症につながる問題として取り上げ、

健康を美とする意識改革を検討していると報道されている。しかし、我が国では、やせ

の健康障害に関する研究は少なく、また、やせの健康障害が社会的に議論されることも

非常に少ない。 

我が国は飽食の時代であるにもかかわらず、出生時体重が 2500g 未満のいわゆる低出

生体重児の割合は、年々増加している（図２）（14）。また、平均出生体重も 1990 年以

降、減少が続いており、2006 年の平均出生体重は男児で 3050g（1980 年は 3230g）、女

児で 2960g（1980 年は 3160g）である。これには多胎の増加など様々な要因が関与して

いると思われる。しかし、平均出生体重は単胎児でも年々減少しており（15）、その理

由として、妊娠女性の過度な体重増加抑制が指摘されている。妊娠中の体重増加に関し

ては、今まで十数年にわたって産科医や助産師は妊娠中に体重が増え過ぎないように指

導し、それによって妊娠中毒症が減少し、母児の予後が大きく改善したことは事実であ

る。この点も十分考慮して、2006 年に厚生労働省は、「妊産婦のための食生活指針」（「健

やか親子 21」推進検討会報告書）を策定し、妊娠中は過度に栄養制限を行わないで、

適切な栄養を摂取することを推奨している（表１）（16）。しかし、まだ十分に周知、実

行されているとは言い難い。 

 

（３）今後の課題・提言 

① 若年女性のやせの健康障害に関する研究、妊娠女性の栄養状態が胎児におよぼす影

響に関する研究を推進すること 

若年女性のやせが将来的にどのような健康障害を生じるかについての研究が極め

て少ない。前向き研究で、長期的な健康状態を評価する研究や妊娠した場合の胎児か

ら出生後大人に至るまでの長期的予後への影響などの研究が必要である。しかし、そ

の成果はすぐには得られない。したがって後ろ向き研究で、児の出生体重と妊娠前体

重との関連や中高年女性の健康状態と若年時の体重との関連を明らかにするなどの

研究を早急に日本産婦人科学会・日本内分泌学会などで行う必要がある。 

「妊産婦のための食生活指針」で妊娠前の体重により、妊娠中の望ましい体重増加

値が示された（表１）。この指針に沿って出産した母親の健康状態および出生児の体

重や健康状態などの検証を厚生労働省が中心になって行う必要である。 

さらに、女性がやせを願望する意識の分析・対策に関する研究が必要である。学童、

思春期、若年女性など年齢により、問題点は異なる。それぞれの年齢に応じたやせ願

望の解析とそれを予防する対策を構築する必要がある。 
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② 思春期・若年女性のやせおよび妊娠女性の栄養管理について、厚生労働省・関連学

会などはなお一層の教育・啓発を行うこと 

現在、子どもを対象とした食育活動は、主に小学生を対象として栄養教諭の普及な

どで、徐々に成果が報告されている。しかし、朝食欠食や偏食が中学生以降に著明に

増加すること（図３）、ボディ・イメージは主に思春期に強く意識しだすことなどか

ら、中学生、高校生、大学生に対して、それぞれの年齢に応じた食育が必要である。

特に女子に対しては、やせによる健康障害についての、継続した教育・啓発が必要で

ある。 

体型願望に関しては、マスコミやファッション業界の影響が非常に大きい。マスコ

ミ・ファッション業界が若い女性の健康美の魅力を啓発することが望まれる。 

 

２．乳幼児期の現状と今後の対応 

 

（１）背景 

出生後の体重の急激な増加は将来的な肥満や生活習慣病の要因になることが最近の

研究で明らかになった。早期産未熟児に対して、高エネルギー・高たんぱく質の授乳と、

低エネルギー・低たんぱく質の授乳（母乳が主）の２種類の栄養方法で育てた場合、高

エネルギー、高たんぱく質授乳の群が、青年期になってからインスリン抵抗性が高頻度

に出現したと報告されている（17）。また、動物実験であるが、胎生期に低栄養状態に

し、出生後急激に体重が増加すると、成長後のレプチン感受性が低下する（18）。レプ

チン感受性低下は、肥満や耐糖能障害の原因になる。 

乳児は、母乳栄養、人工栄養（育児用ミルクを与える）または混合栄養（母乳と育児

用ミルクの両方を与える）で育ち、生後５～６か月から離乳食が始まり、12～18 か月

で離乳は完了する。また、低出生体重児用の育児用ミルクが市販されている。近年、母

乳育児に将来の生活習慣病を防ぐ効果があることがわかってきた。長期に母乳栄養で育

った子は、将来、肥満になりにくく（19）、耐糖能がよく（20）、血圧も低い結果が報告

されている（21）。早期産児の検討でも、低体重児用人工栄養乳児に比べて、母乳栄養

児の方が 13-15 歳の時点で動脈硬化になりにくい脂質代謝状態を示し、血圧も低かった

と報告されている（22,23）。すなわち、母乳栄養の方が人工栄養に比べて将来的に生活

習慣病予防効果があると言える。さらに、母乳栄養の期間が長いほど、その効果が大き

い。その機序の詳細は不明であるが、一つはたんぱく質とエネルギー摂取過剰が考えら

れている。育児用ミルクは母乳に比べて、エネルギー・たんぱく質量が多い。 

幼児期の栄養状態と大人の虚血性心疾患の関連として、adiposity rebound の早期出

現が指摘されている。Adiposity rebound は BMI （body mass index、体重/身長２）リ

バウンドとも言われている。BMI を出生後から、年齢を追ってみると、出生直後から乳

児期後半まで急速に増加し、その後減少傾向を示し、５～６歳で、最低値になり、その

後、大人まで増加しつづける（図４）。この５～６歳で BMI が減少から増加に変化する
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現象が adiposity rebound で、肥満を予測する単純な指標として近年注目されている

(24)。この adiposity rebound が早く起こるほど、将来、肥満や２型糖尿病になりやす

い（24,25）。我が国でもいくつかの検討がある。例えば菅野らは、７歳までの BMI の変

化を検討し、７歳で BMI が最も高い群は、２歳以降の BMI の減少がなく、４歳という早

い時期にadiposity reboundが見られた。また２歳時にBMIが高い群は早期にadiposity 

rebound が見られ、７歳で BMI が最も高かったと報告している（26）。Adiposity rebound

が早期に起こる原因として、乳幼児のたんぱく質の過剰摂取が考えられている（27）。

たんぱく質を過剰摂取すると、インスリン様因子（IGF1）産生が亢進し、たんぱく質合

成、脂肪細胞の増殖と肥大が起こる。IGF1 の下垂体へのネガティブフィードバックに

より成長ホルモン分泌が抑制され、脂肪代謝は蓄積する方向に変化する。このような機

序で、高たんぱく質・高エネルギー摂取により体脂肪が減少する期間が短縮され、

adiposity rebound の時期が早くなると推測されている。 

 

（２）現状と問題点 

乳幼児の栄養調査が厚生労働省から 10 年ごとに発表されており、最新は平成 17 年度

のものである（28）。その調査結果では、妊婦の 96%は母乳で育てたいと望んでいる。

しかし、母乳栄養は生後 1 か月時の 46.2%から生後 3 か月では 42.4%、生後 6 か月では

34.7%と減少している。すなわち、月齢が上がるにつれ母乳栄養が減少している。その

要因は、授乳に関する不安や母親の仕事（勤務）など様々である。母乳栄養に関する具

体的な指導を医療機関で受けた群と受けなかった群で比較すると、母乳栄養指導を受け

た群が母乳栄養率は高い。しかし、母乳栄養指導を受けた者の比率は妊娠中が 63.1%、

出産後は 67.9%で、約 35%の者は母乳栄養の指導を受けていない。母乳栄養の指導を促

進することが望まれる。 

平成 19 年に「授乳・離乳の支援ガイド」が策定された（29）。これは「改定 離乳の

基本」（平成 7年発行）を「平成 17 年度乳幼児栄養調査結果」などに基づき内容が見直

されたもので、保健医療従事者向けに作成され、具体的な取組のポイントが示されてい

る（表２）。妊産婦や乳幼児に関わる保健医療従事者は、助産師、保健師、栄養士、産

科医、小児科医、歯科医、アレルギーの専門家など多岐にわたる。関係者が授乳・離乳

の基本的事項を共有し、支援ガイドの内容が普及することが期待されている。しかしな

がら、「自治体における母乳育児支援の取り組み状況調査」では「地域の母乳支援グル

ープの育成」、「産科医療機関」や「関係団体」との連携、「公共施設における授乳室の

設置の促進などの環境整備」については、取り組んでいない自治体が 69.8%～91.7%と

高い（29）。 

育児用ミルク組成に関しては、FAO/WHO、American Academy of Pediatrics、Europian 

Society for Pediatric Gastoloenterology, Hepatology and Nutrition（ESPGHAN）、

CODEX が推奨値や勧告を出している（30）。それらに基づき、人工乳の組成を母乳組成

に近づけるように様々な改良がなされているが、最近の知見なども参考に今後さらに検

討する必要があると思われる。 
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（３）今後の課題・提言 

① 母乳育児を推進するために、自治体・出産施設・関係者がさらに努力すること 

産科施設や小児科施設、保健所・市町村保健センターなど地域のすべての保健医療

従事者が「授乳・離乳の支援ガイド」を実践できるように体制を整える。特に、自治

体は母乳育児推進連絡会議を設立し、地域での母乳育児支援のネットワークを作り、

「地域の母乳支援グループの育成」、「産科医療機関」や「関係団体」との連携、「公

共施設における授乳室の設置の促進などの環境整備」を推進することが望まれる。 

   「母乳育児を成功させるための十カ条」（WHO/UNICEF）（表３）を基に、我が国に適し

た母乳推進方策を考え、産科・小児科施設と産科・小児科施設の職員に啓発する。 

 

② 育児用ミルクの組成をさらに改良すること 

最近の知見および FAO/WHO、American Academy of Pediatrics、ESPGHAN、CODEX

が示している推奨値を参考に、育児用ミルクを提供している乳業会社、栄養学者、小

児科医などが協力して、育児用ミルクの組成をより改善することが必要である。 

 

③ 乳幼児での BMI の推移に関する関心を高めるように厚生労働省・日本小児科学会・

日本肥満学会などが中心になって推進すること 

乳幼児の BMI はカウプ指数として、乳幼児に関与する保健医療従事者には古くから

認知されている。しかし、今まで BMI の経時的推移には注目されていなかった。理由

は、乳幼児の BMI 基準曲線がなかったためである。しかし、BMI の経時的推移を観察

することは、将来的な生活習慣病対策としても重要である。そのためには、乳幼児の

BMI 基準曲線を作成し、その曲線上に個々の子どもの BMI を記入し、BMI の推移が一

目で分かるようにすることを提言したい。そのようにすることにより、幼児の肥満を

早期発見し、早期に対応することが可能になる。今日広く使用されている母子健康手

帳は身長・体重曲線と肥満度曲線が掲載されているが、母子健康手帳に BMI の基準曲

線を掲載することも一案である。 

 

３．学童・思春期の現状と今後の対応 

 

（１）背景 

我が国では男性のみならず、子どもで肥満が増加している。肥満児の中にはすでに生

活習慣病に罹患している者や生活習慣病予備軍と考えられる者も多い。また、子どもに

おいても内臓肥満は動脈硬化促進の要因になるとされており、2007 年に６歳～15 歳の

メタボリックシンドローム診断基準が設定された（31）。一般に子どもの時から始まる

とされている動脈硬化病変は、肥満児では非肥満児に比べて進行していることが、病理

学的研究や頸動脈超音波検査で明らかにされている（32）。肥満の経過年数が長いほど、

早期に心血管疾患のリスクが高くなる（33）。 
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さらに、子どもの肥満は大人の肥満に移行する率が非常に高い。１歳～３歳児の BMI

と若年成人の BMI の相関は 0.21～0.42、６歳児 BMI と 18～25 歳 BMI の相関は 0.5～0.6

と報告されており、思春期肥満の約 70%は成人肥満に移行する（34）。特に肥満男子は

予後が悪い。また、子どもの時に肥満であると、大人になってからメタボリックシンド

ロームになりやすい（35）。最近の大規模コホート研究でも、子どもの肥満は大人にな

ってからの冠動脈性心疾患のリスクと強く相関することが報告されている(36)。コンピ

ューターシミュレーションを用いた研究でも「思春期の過体重が、若年および中年の冠

動脈性心疾患を増加させ、その結果冠動脈性心疾患の罹患率と死亡率を増加させる」と

警告している(37)。すなわち、大人の肥満・メタボリックシンドローム・生活習慣病の

予防には、子どもの時に肥満にしないことが重要である。 

子どもの肥満の要因は、大人と同様に不健全な食生活、エネルギー摂取過剰、運動不

足、睡眠不足、過度なストレスなどが指摘されている。朝食欠食と肥満も関連する。朝

食欠食率は、非肥満児では 8.9%であったが、肥満児では 29.8%と高く、肥満児は朝食欠

食だけでなく、不規則な間食摂取、夜食摂取、運動不足、長期間のテレビなど生活全体

が不健康であると報告されている（38）。 

 

（２）現状と問題点 

平成 18 年の文部科学省、学校保健統計では、肥満児は男子では小学１年生で約６%、

中学生で約 13%、女子では小学１年生で約５%、中学生で約 10%と小学校、中学校時代に

肥満児は著明に増加する（図５）（39）。さらに、我が国の肥満児の 15～20%はメタボリ

ックシンドローム、約 30%は脂肪肝による肝機能異常や高トリグリセライド血症、約 16%

は高 LDL コレステロール血症、約半数は高インスリン血症を合併している（40）。血圧

に関しても、肥満児の３～５%は高血圧、約 10%は正常高血圧で、非肥満児に比べて明

らかに血圧異常の頻度が高い（41）。また、２型糖尿病の子どもでの発症率は学童 10

万人当たり年間３～５人と推測されているが、学校検診・糖尿病検診で発見された２型

糖尿病の 84%は発症時に肥満を合併しており、子どもにおいても２型糖尿病の発症に肥

満が関与している（42）。すなわち、今日の肥満児はすでに生活習慣病に罹患している

か、または生活習慣病予備軍と言える。 

肥満の要因の一つである朝食欠食に関しては、年齢が進むにつれ朝食欠食率は増加し、

特に中学生以降に急に増加する（図３）（11）。 朝食欠食のみならず、孤食も増加して

いる。近年、特に小学生での朝食孤食の増加が著しい。平成 16 年度の調査では、「朝食

をひとりで食べることが多い」の項目で「よくある」と「ときどきある」と答えた児童

学童を朝食孤食とすると、小学生で 13～17%、中学生で約 40%、高校生で約 56%、夕食

孤食は中学生で 13～15%、高校生では男子で約 37%、女子で約 27%と高い（43、44）。そ

れとともに夕食時間、就眠時間が遅くなり、睡眠時間が短くなっている。睡眠時間の短

縮は、肥満や高血圧の増加につながり、子どもの精神衛生上にも極めて悪い（45）。 

エネルギーや栄養素の摂取に関しては、「日本人食事摂取基準 2005 年版」と「国民健

康・栄養調査」での平均摂取量を比較して、近年の日本人のエネルギー摂取は推定必要
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量より少ない、動物性蛋白と脂肪の取り過ぎが問題であると指摘する報告が多い。しか

し、日本人の体型が肥満とやせに二極化していることを考えると、摂取量の平均値で比

較することは適切ではない。エネルギー摂取量の分布から、推定エネルギー必要量より

多く摂取している者の割合を調べると、16～40%の子どもは推定必要量より多く摂取し

ており、６～15%は必要量より 1.2 倍多く摂取している（図６）（46-48）。強度の運動を

行っても、必要エネルギー量は基準の 1.1 倍程度とされているので、1.2 倍摂取してい

る子どもは確実に肥満が進行する。また、脂肪エネルギー比が 30%以上の子どもは全体

の 30～35%と高い。すなわち、高エネルギー・高脂肪の食事を摂取している子どもは多

く、そのような子どもは確実に肥満になる。 

平成 17 年に策定された食育基本法に基づき、食育が学校や地域で推進されているこ

とは大変喜ばしい。栄養教諭配置状況も平成 19 年９月現在で 45 道府県、986 人と報告

されている（49）。しかし、まだ極めて不十分で、配置先も主に小学校である。平成 18

年から幼稚園～高等学校にも配置できるようになったことから、年齢に応じた切れ間の

ない食育が必要である。 

 

（３）今後の課題・提言 

① 子どもの生活習慣病対策および食育をさらに推進すること 

子どもの肥満の健康障害に関しては、まだまだ一般の認識が低い。すでに生活習慣病

に罹患している肥満児が多いこと、および若くして生活習慣病に罹患する危険が非常に

高いことなどを、学校、地域、マスメディア等あらゆる手段で、周知させることが必要

である。 

中学校と高校にも栄養教諭を配置するなど、それぞれの年齢に応じた食育を切れ目な

く行う体制を内閣府・文部科学省が中心になって整えるべきである。また、食生活の乱

れの要因はそれぞれの家庭で異なる。オーダーメイドの食育や生活指導が行えるように、

栄養教諭・養護教諭・栄養士をさらに育成する必要がある。 

すでに、栄養教諭が配置され食育活動を行っている学校や食育に取り組んでいる地域

では、その成果と問題点を検証することが食育のさらなる推進に不可欠である。 

 

② 朝食摂取および一家団欒の食事をさらに啓発すること 

“早寝、早起き、朝ごはん”の啓発活動が行われていることは、非常に価値あること

で、さらなる啓発が望まれる。しかし、孤食率は年々増加し、家庭の団欒が減少してい

る。朝食欠食や孤食の要因は、父親の長時間勤務、母親の就労、子どもの塾通い、核家

族化など様々である。家族全員の食生活改善と家族が一緒に語らいながら食事を摂るこ

とを強く推進する必要がある。家庭の団欒は子どもの健全な精神発達にも必要不可欠で

ある(50)。休日は家族一緒に食事をする。それに加えて、週に１、２日でも“家族デイ”

を設けて、親が夕食を子どもと一緒に食べることができるように社会全体が協力すべき

である。“早寝、早起き、一緒に朝ごはん”“家族揃って楽しい夕食”を内閣府・自治体

などが中心となって啓発し、国民運動にすること。 
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４．子どもの身体活動（運動）の現状と今後の対応 

 

（１）背景 

子どもにとって適切な身体活動は運動能力の獲得や運動習慣の形成の上で不可欠な

ものである。運動機能の発達は、年齢によりその発達内容が異なるとされている。小学

校前半までは運動の器用さが主に発達し、小学校後半から中学校にかけては心肺機能が

関与する持久力が発達する。思春期以降特に男子では筋量の増加がみられる（51）。こ

のような運動機能の発達時期に適切な運動がなされないと、年齢相当の運動を行うこと

が困難になり、その結果運動嫌いになり、さらに運動を行わないという悪循環が生じる。

運動不足は生活習慣病の大きな要因である。 

身体活動はエネルギーを消費するだけでなく、インスリン感受性を高め、成長ホルモ

ン分泌や PGC-1 (peroxisome proliferations-activated receptor –γ-coactivatopr1)

を増加させる。その結果、筋合成や脂肪分解が促進し、健全な糖代謝、肥満になりにく

い身体を作るとされている（52、53）。さらに、子どもの身体活動は、交感神経機能と

副交感神経機能の両機能を高め、自律神経活動を活性化する（54）。 

身体活動のトラッキングに関しては、幼児期の運動の不活発さは思春期へと持ち越さ

れる（55）。幼児期に活発な身体活動を行い最大酸素摂取能力がよいと、その影響は特

に思春期の最大酸素摂取量の発達に大きく影響することが報告されている（56）。これ

らの知見から、幼児期からの望ましい運動習慣の確立は成人生活習慣病対策としても極

めて重要である。 

体力・運動能力は加齢とともに向上し、青少年期（12～19 歳）でピークに達し、20

歳以降は加齢に伴い低下する（57）。したがって大人の体力・運動能力を良好な状態に

するには、子どもの時に望ましい体力を習得しておくことが大切である。 

肥満児においても、身体活動を積極的に行うと、肥満や運動能力は改善し、血清脂質

値や動脈硬化指数も速やかに改善される（58）。 

 

（２）現状と問題点 

図７、８は子どもの１週間の運動およびエネルギー消費をみたものである（43、59）。

男女とも、３～６時間に最大のピークがあり、ピークの高さは経年的に高く、前方に移

動している。また、18～24 時間前後に小さなピークが見られる。これは積極的に運動

部活動を行っている子どもを示している。すなわち、近年の小児の身体活動も二極化し

ていることを示している。また、性別では女子で運動量が著しく少ないことは大きな問

題である。運動は骨塩量増加に非常に重要な因子である。骨塩量増加速度は思春期がピ

ークで、その後急速に減速する（図１）。女性での将来的な骨粗鬆症を予防するには、

子どもの時の十分な身体活動は極めて重要である。 

平成18年度の子どもの体力・運動能力は20年前と比べると明らかに低下しているが、

ここ 10 年間では低下のスピードが緩やかな種目や低下傾向のない種目がある。しかし、

女子の低下率はどの年齢においても著しい(57)。 
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子どもの体力について、スポーツの振興を通じ、その低下傾向に歯止めをかけ、上昇

傾向に転ずることを目指し、平成１２年に「スポーツ振興基本計画」が策定され、平成

１８年９月に計画が改定された(60)。本計画書では、「2010 年までに各市区町村に少な

くとも 1箇所の総合型地域スポーツクラブを作り、運動・スポーツに親しむ機会を増や

す」ことを目指しているが、まだ十分に実行されているとは言い難い。 

 

（３）今後の課題・提言  

 身体活動の機会を増やす体制づくりを行うこと 

上記の現状と問題点から考えて、身体活動を行えるような遊び場や公園、運動場を

整備するだけでは不十分である。文部科学省・自治体などは身体活動を行う機会を増

やすことが必要である。例えば、幼稚園・保育所での外遊びを増やす、学校で体育の

時間を増やす、様々な種目・様々な程度の運動部を地域および学校で整備してすべて

の子どもが個々の能力や好みに応じた運動部に参加できるようにするなどが挙げら

れる。特に女子に運動する機会を作ることが重要である。また、自治体は「スポーツ

振興基本計画」に沿って総合型地域スポーツクラブを作り、家族ぐるみで気軽にスポ

ーツに親しむ機会を増やす必要がある。家族で一緒に身体活動を行うことを推進する

ことは、子どもの身体のみならず精神発達に極めて望ましい。 

 

５．歯周病の現状と今後の対応 

 

（１）背景 

１）生活習慣病としての歯周病 

歯周病は、生活習慣病として唯一法的に認定されている歯科疾患である。壮年期以

降においては歯の喪失の最大原因となっており、摂食等の口腔機能を著しく低下させ

るため、高年齢者の QOL に強く関係している。歯周病は、歯垢（歯の表面に強固に付

着した生細菌の集団）中の嫌気性細菌を主体としたいわゆる歯周病関連細菌によって

惹起される感染性疾患である。歯周病関連細菌は口腔常在菌で、歯垢がブラッシング

により除去されないまま経時的に成熟し、内部の環境が嫌気性に変化すると、その比

率が増加し歯周病を惹起する。そのため、歯周病の予防や進行の抑制には、毎日の生

活行動の中で適切なブラッシング習慣を確立する必要がある。 

また、修飾的に歯周病の発症や進行に影響を与えるいくつかのリスク因子が知られ

ており、それらの因子には喫煙や食習慣などの生活習慣や、糖尿病、肥満といった生

活習慣病が含まれている。喫煙習慣は、歯周病に対する強力なリスク因子として作用

することが、これまでの数多くの報告により明らかになっている。第３回アメリカ国

民健康栄養調査（NHANESⅢ）の結果によると、現在喫煙者の歯周病に対するオッズ比

は 3.97 で、元喫煙者では 1.66 であった(61)。治療についても、喫煙者では歯周外科

手術などによる治療効果が非喫煙者よりも減少するとの報告は多く(62)、歯周治療に

際しては禁煙が強く推奨される。また近年、糖尿病についても歯周病のリスク因子と



 

12 
 

して、歯周病を悪化させることが明らかになってきたため、歯周病は糖尿病合併症の

一つであると考えられるようになってきた(63)。１型糖尿病、２型糖尿病とも、歯周

病の発症などとの関連を示す疫学研究が数多く報告されており (64、65)、喫煙と並

ぶ歯周病の強力なリスク因子であると言える。そのメカニズムの詳細は明らかにされ

ていないが、近年の研究では、TNF-αなど、マクロファージ由来のアディポサイトカ

インが歯周組織での炎症を増悪させている可能性が示唆されている（66）。このよう

に歯周病がブラッシング習慣だけでなく、その他の様々な生活習慣により影響を受け

ることからも、歯周病は生活習慣病であると位置づけることができる。 

 

２）子ども・青年期および妊娠女性における歯周病 

歯周病は、35 歳以降の壮年期に罹患率が上昇する疾患である。しかし、歯肉の発

赤や腫脹、出血など歯肉に炎症が限局した状態である「歯肉炎」は、子どもの時や青

年期などにおいて数多くみられ、５～９歳ですでに 40%が何らかの歯肉所見を有して

いる（67）。これらの多くは成人期に歯槽骨の吸収を伴う「歯周炎」へ移行すると思

われる。また、侵襲性歯周炎と呼ばれる歯周炎の一部の病態では、少年期や青年期か

ら発症し、急速な歯槽骨吸収を伴うこともある。さらに、本人のブラッシング習慣だ

けでなく、周囲の環境も問題となる。特に両親の喫煙習慣による受動喫煙が原因で、

子の歯肉にメラニン沈着症などの歯肉病変が観察されるようになる。 

妊娠中の女性に関しても、歯周病は多くの問題を生じている。妊娠中はホルモンバ

ランスが不安定になり、ブラッシング習慣も悪化する傾向にあるため、いわゆる妊娠

関連歯肉炎に罹患しやすい。また、中等度以上の歯周炎に罹患している妊娠女性では、

低体重児を出産するリスクや早産のリスクが高いとの報告も見られる（68）。 

  

（２）現状と問題点 

   平成 17 年度歯科疾患実態調査（66）によると、何らかの歯周病所見が見られる者（最

大 CPI コード１以上［code１:歯肉出血］）の割合は、子どもの時（５～14 歳）ですで

に 43%にのぼる。青年期（15～24 歳）では 70%を超え、この割合は、年齢の上昇ととも

に大きくなる。また、15～19 歳で５%の者がすでに４ｍｍ以上の歯周ポケットを有する

いわゆる歯周炎を生じており、55 歳以降では 50%を超える。このように、歯周炎はすべ

ての世代において、極めて罹患率の高い疾患であると言える。 

「健康日本 21」では歯の健康についても目標設定がなされた。平成 19 年にまとめら

れた中間報告（69）では、歯の健康に関する目標到達度は順調な推移を示しており、評

価として平成 22 年での目標達成はおおむね可能であるとの予測が立てられている。し

かし、成人期（50 歳）の「進行した歯周病の減少」については、目標 33%以下に対して

中間報告では 42%、学齢期の「歯口清掃指導を受ける人の増加」については、目標 30%

以上に対し現在 16%となっており、さらなる努力により目標を達成する必要がある。 

喫煙についても、歯周病に及ぼす影響についての知識の普及が「健康日本 21」の目

標の一つになっている。また、日本学術会議の「脱タバコ社会に向けて」の要望にも見
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られるように、社会全体で取り組む体制ができつつある。しかし、糖尿病と歯周病の関

係については、日本糖尿病学会を中心に、大規模な合併症調査が進行中であるが、社会

への認識の普及はまだまだ不十分である。 

歯周病は、疼痛などの自覚症状に乏しいため、早期に歯科を受診することが少ない疾

患である。そのため、発見されるころには抜歯せざるを得ない状況になっている歯が少

なくない。この問題を解決するためには、各世代において定期的な歯周病検診が必要と

なるが、検査に時間がかかるという側面もあり、簡便なスクリーニング方法の確立もあ

わせて行う必要がある。 

 

（３）今後の課題・提言 

① 歯周病が生活習慣病であることの普及に厚生労働省・自治体・関連学会が中心にな

って推進すること 

喫煙や糖尿病、肥満といった歯周病に影響するリスク因子をコントロールするために

は、それについての知識を積極的に啓蒙し、広く社会的理解を得る必要がある。しかし、

機序などの情報が不足していることもあり、社会的に十分認識されているとは言えない。

したがって、歯科と医科の連携の下、より詳細な情報を発信する必要があり、また、施

策の面においても生活習慣病としての歯周病の位置づけをより明確にし、広く社会に訴

えかけていく姿勢が求められる。今後個々のケースに対し管理や指導を行うためには、

リスク因子の検査法や評価基準を早い段階で確立する必要がある。 

 

② 各世代における歯周病検診を制度化し、40 歳以上については義務化する 

歯周病の予防については、各世代において、適切なブラッシングを習慣化するような

啓蒙活動が欠かせない。特に、早期にブラッシング習慣を確立する必要があるため、学

童期における指導を強化する必要がある。また、多くの介入研究によれば、歯周病の発

症や進行の防止には定期的な検診や歯石除去などが効果的であり、早期からの自己管理

や専門的支援が欠かせないため、学童期をはじめ、各世代における歯周病検診を制度化

する必要がある。特に他の生活習慣病が増える年代である 40 歳以降の年代において、

歯周病検診を含む歯の健康診断の義務化が望まれる。同時に、検診をより大規模で行う

ことができるような、簡便な歯周病スクリーニング法を確立する必要があると思われる。 
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表１ 妊娠中の推奨体重増加量（厚生労働省 妊産婦のための食生活指導 2006） 
 

体重区分（BMI） 妊娠全期間の推奨 １週間当たりの推奨 
低体重（やせ）（18.5 以下） ９～12kg 0.3～0.5kg 
普通（18.5 以上 25 未満） ７～12kg 0.3～0.5kg 
肥満（25.0 以上） 個別対応 個別対応 
 
 
表２ 授乳の支援を進める５つのポイント（授乳・離乳の支援ガイド 2007.3） 

１．妊娠中から、適切の授乳方法を選択でき、実践できるように、支援しましょう。 

２．母親の状態をしっかり受け止め、赤ちゃんの状態をよく観察して、支援しましょう。 

３．授乳のときには、できるだけ静かな環境で、しっかり抱いて、優しく声をかけるように、支援しま

しょう。 

４．授乳への理解と支援が深まるように、父親や家族、身近な人での情報提供を進めましょう。 

５．授乳で困ったときに気軽に相談できる場所づくりや、授乳期間中でも、外出しやすく、働き安い環

境づくりを進めましょう。 
 

 

表３ 「母乳育児を成功させるための十か状」（WHO/UNICEF 1989.3） 

１．母乳育児推進の方針を文書にして、すべての関係職員がいつでも確認できるようにしましょう。 

２．この方針を実施するうえで必要な知識と技術をすべての関係職員に指導しましょう。 

３．すべての妊婦さんに母乳で育てる利点とその方法を教えましょう。 

４．お母さんを助けて、30 分以内に赤ちゃんに母乳をあげられるようにしましょう。 

５．母乳の飲ませ方をお母さんに実地に指導しましょう。また、もし赤ちゃんをお母さんから離して収

容しなければならない場合にも、お母さんの分泌維持の方法を教えましょう。 

６．医学的に必要でない限り、新生児には、母乳以外の栄養や水分を与えないようにしましょう。 

７．お母さんと赤ちゃんが一緒にいられるように、終日、母子同室を実施しましょう。 

８．赤ちゃんが欲しがるときは、いつでもお母さんが母乳を飲ませてあげられるようにしましょう。 

９．母乳で育てている赤ちゃんにゴムの乳首やおしゃぶりを与えないようにしましょう。 

10．母乳で育てているお母さんのための支援グループ作りを助け、お母さんが退院するときにそれらの

グループを紹介しましょう。 


